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平成21年度人事行政の運営等の状況　　　職員課L224－5553

　条例に基づき、人事行政の運営等の状況について概要をお知らせします。詳細は、職員課（本庁舎４階）、情

報公開窓口（東庁舎１階）、市ホームページで閲覧することができます。
＊特に記述のないものは、平成22年4月1日現在の状況です。

■職員給与費の状況（平成21年度普通会計決算）
職員数
（Ａ）

給与費 職員１人当たり
給与費（Ｂ／Ａ）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

2,149人 8,507,424千円 2,266,722千円 3,352,670千円 14,126,816千円 6,574千円
＊職員手当は、退職手当を除いた額。
＊職員数は、全職員数から上下水道事業、国民健康保険事業等に係る職員・教育長を除いた数。

■平均給料月額・平均年齢
職種 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 332,600円 41歳  9月
技能労務職 320,800円 47歳  8月
企業職 355,900円 45歳11月

■特別職の報酬等
月額

報
酬

議長 641,000円 
副議長 588,000円 
議員 576,000円 

給
料

市長 858,400円 
副市長 806,400円 
常勤の監査委員 563,000円 
上下水道事業管理者 540,000円 
教育長 801,000円 

月分

期
末
手
当

議長
副議長
議員

6月期 1.95
12月期 2.15

合計 4.10
市長
副市長
常勤の監査委員
上下水道事業管理者
教育長

6月期 1.90

12月期 2.15

合計 4.05

算定方法

退
職
手
当

市長 給料月額×在職月数×45/100
副市長 給料月額×在職月数×35/100
常勤の
監査委員 給料月額×在職月数×20/100

上下水道
事業管理者 給料月額×在職月数×20/100

教育長 給料月額×在職月数×25/100

自己都合 定年・勧奨

退
職
手
当

最高限度額 59.28月分 59.28月分
勤続35年 47.50月分 59.28月分
勤続30年 41.50月分 50.70月分
勤続20年 23.50月分 30.55月分
平均支給額 8,758千円 26,478千円

＊平均支給額は、
平成21年度に退
職した自己都合
8人、定年・勧
奨114人の平均。

■職員手当の状況　        （月分）
6月期 12月期 合計

期末
手当

1.25
（0.65）

1.50
（0.85）

2.75
（1.50）

勤勉
手当

0.70
（0.35）

0.70
（0.35）

1.40
（0.70）

＊期末・勤勉手当
は、職制上の役職・
職務の級等による
加算措置有り。
＊（ ）内は、再任用
職員の支給割合。
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　県と県内全市町村では、11
月から1月を「滞納整理強化期
間」と位置づけ、「ストップ！
滞納」を合言葉に、市税（国民
健康保険税を含む）の収納対

策を進めます。市では、12月を市の「収納強化月間」とし、
納付機会の拡大と納税相談などのため収納窓口の時間延
長、休日収納窓口の開設（詳しくは、11月25日発行の広
報川越でお知らせします）などを行います。
　市は、滞納者へ文書催告などを行っています。納税資
力があるにもかかわらず納税をしない滞納者に対しては、
差し押さえなどを行い、税負担の公平性を保っていきま
す（下表）。特別な事情があって納税できない場合は、ご
相談ください。
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〜ひとくち情報〜　ミニ・インフォメーション　〜ひとくち情報〜

● ごみの祝日収集のお知らせ　収集管理課L239－5058
　11月3日㈷＝その他プラスチック製容器包装（水コース）、23日㈷＝可燃ごみ（火・金コース）・その他プラスチック製容器包装（火コース）。
●圏央道インターチェンジ周辺地域の緑豊かで美しい環境を守るため、乱開発抑止一斉パトロールを実施　都市計画課L224－5945
　11月16日㈫・17日㈬。乱開発の重点抑止エリア内を対象に、県と市で実施します。
●給与などの支払い者のための、平成22年分の年末調整説明会を開催　市民税課個人住民税担当L224－5640
　11 月17日㈬、午後2時〜4時。市民会館。駐車場が狭いため、来場にはなるべく電車・バスなどをご利用ください。
●社会保険労務士による労働相談（予約制）　緊急地域経済対策室L224－6191O226－4102
　11月11日㈭、午後1時30分〜4時＝市民相談室▶25日㈭、午後6時〜9時＝勤労青少年ホーム。事前に電話・ファクスで予約。
●国勢調査にご協力いただき、ありがとうございます　情報統計課L224－6185
　 調査結果は、総務省で取りまとめ、来年2月に速報を公表する予定です。
●65歳以上の方の基本チェックリスト・生活機能評価の実施は12月までです　高齢者いきがい課L224－5809
　 基本チェックリストで特定の項目に該当し、医療機関で生活機能評価を実施した方を対象に、地域包括支援センターが介護予

防に取り組むための事業を紹介します。
●来春予定の統一地方選挙における、政治活動用ポスター掲示の禁止期間　選挙管理委員会事務局L224－6120
　 埼玉県議会議員一般選挙＝10月29日㈮〜選挙期日▶川越市議会議員一般選挙＝11月1日㈪〜選挙期日。
●6月16日時点で日本国籍を有する存命の戦後強制抑留者に、特別給付金を給付します　福祉推進課L224－5769
　�10月25日㈪〜平成24年3月30日㈮（土・日曜日、祝日を除く）、午前9時〜午後6時に、電話で独立行政法人平和祈念事業特

別基金L0570ー059ー204（IP 電話・PHS からはL03ー5860ー2748）。申請者には、同基金から請求書類を送付します。
●自動車など駐停車中のアイドリング・ストップにご協力ください　環境保全課L224－5894
●出会いの場「かささぎの橋」参加者募集　広聴課L224－5022
　 12月5日㈰、午後1時30分〜。メルト。結婚を希望する40歳までの独身男女、各20人（抽選）。1,000円。申し込みは、11月8日㈪までに広聴課。

1111月月かからら11月月はは滞滞納納整整理理強強化化期期間間でですす　　～～  スストトッッププ！！　　滞滞納納  ～～11月から1月は滞納整理強化期間です　～ ストップ！　滞納 ～
収税課収税第一担当L224－5691

滞納整理Ｑ＆Ａ
Ｑ：�市税を納期限が過ぎても納付しないとどうなりま
すか。

Ａ： 督促状、催告書が送付されても納税相談に応じず
納付しない場合は、納税をしている方との公平性
を保つため、財産などを差し押えることになりま
す。

Ｑ： 財産などの差し押さえをされないためには、どう
したらよいですか。

Ａ： 納税相談などで収支状況等を伺い、滞納額に応じ、
分割納付で完納の見込みのある場合は差し押さえ
にならない場合があります。まずは納税相談をし
てください。

Ｑ： どのような財産が差し押さえの対象となるのです
か。

Ａ： 預貯金、給与、生命保険、不動産、自動車、動産
（貴金属・絵画等）など、お金に換えることができ
る財産が差し押さえの対象となります。

Ｑ： 財産の差し押さえをされた場合、どうすれば解除
することができますか。

Ａ： 原則として、滞納額を完納しない限り、差し押さ
えは解除されません。

Ｑ：延滞金はどのように加算されますか。
Ａ： 納期限を過ぎた納付の場合、期限までに納税した

方との公平を保つため、納期限の翌日から納付日
までの期間日数に応じ、年14.6％（納期限後１
か月は年4.3％＊）の割合で延滞金が掛かります。

＊平成22年中の適用利率。

納付や納税相談などに、ご利用ください。
市税（国保税を含む）の収納窓口の延長
　　11月15日㈪～19日㈮、午後7時まで
　収税課（本庁舎二階）

市税の滞納処分の流れ
納税通知書の発送
　　　↓
督促状の発送（納期限を過ぎた場合は延滞金が発生）
　　　↓
催告書の発送
　　　↓
財産の差し押さえ
　　　↓
換価処分（債権の取り立て、不動産等の公売の実施）
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民
年
金
保
険
料
の
申
告
を

忘
れ
ず
に

市
民
課
国
民
年
金
担
当
L
2
2
4
‐
5
7
6
4

　

平
成
22
年
中
に
納
め
た
国
民
年
金
保
険

料
は
、
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

で
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
は
、

忘
れ
ず
に
申
告
し
ま
し
ょ
う
。
さ
か
の
ぼ

っ
て
納
め
た
り
、
家
族
の
た
め
に
納
め
た

り
し
た
保
険
料
も
対
象
で
す
。

■
証
明
書
が
必
要
で
す

　

申
告
す
る
場
合
は
、
保
険
料
の
納
付
を

証
明
す
る
領
収
書
ま
た
は
日
本
年
金
機
構

が
発
行
す
る
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保

険
料
）控
除
証
明
書
が
必
要
で
す
。

　

控
除
証
明
書
は
、
9
月
30
日
ま
で
に
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
方
に
は
11
月

上
旬
、
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
に
今
年

初
め
て
納
付
し
た
方
に
は
来
年
2
月
上
旬

に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

控
除
証
明
書
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
控

除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
L
0
5
7
0

︲
0
7
0
︲
1
1
7（
11
月
1
日
㈪
～
来

年
3
月
15
日
㈫
）に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
の

助
成
内
容
を
見
直
し

医
療
助
成
課
L
2
2
4
‐
5
8
4
2

　

川
越
市
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給

事
業
の
助
成
内
容
を
、
次
の
と
お
り
見
直

し
ま
す
。

　

こ
の
見
直
し
は
、
国
の
医
療
保
険
制
度

や
県
の
福
祉
医
療
制
度
に
合
わ
せ
、
同
事

業
を
将
来
に
わ
た
り
安
定
的
に
継
続
し
て

い
く
た
め
に
行
う
も
の
で
す
。
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

入
院
時
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額（
食
費
）・

生
活
療
養
標
準
負
担
額（
食
費
・
居
住
費
）

● 

平
成
23
年
10
月
1
日
～
同
25
年
3
月
31

日
の
診
療
分
＝
半
額
支
給（
標
準
負
担

額
の
二
分
の
一
を
助
成
）に
な
り
ま
す

● 

平
成
25
年
4
月
1
日
か
ら
の
診
療
分
＝

廃
止
に
な
り
ま
す

身
体
障
害
者
手
帳
4
級
所
持
者
の
助
成

● 

現
在
の
受
給
者
証
が
一
斉
更
新
さ
れ
る

平
成
24
年
10
月
1
日
か
ら
の
診
療
分
＝

支
給
対
象
が
、
本
人
の
市
区
町
村
民
税

が
非
課
税
の
方
の
み
に
な
り
ま
す




